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高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
年
々
高
齢
ド

ラ
イ
バ
ー
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
全
国
的

に
は
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
重
大
な
交

通
事
故
も
発
生
し
て
お
り
、
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
悲
し
い
事
故
を
起
こ
す

前
に
、
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
と
家
族
の
皆
さ

ん
で
運
転
免
許
証
の
返
納
に
つ
い
て
話
し

合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

増
加
す
る
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー

70
歳
以
上
の
運
転
免
許
保
有
者
は
平
成

元
年
の
約
１
０
９
万
人
か
ら
、
平
成
30
年

に
は
約
１
１
３
０
万
人
と
30
年
間
で
約
10

倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
免
許
人
口
当

た
り
の
死
亡
事
故
件
数
で
は
、
75
歳
以
上

の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
75
歳
未
満
の
ド
ラ
イ

バ
ー
と
比
較
し
て
死
亡
事
故
が
多
く
発
生

し
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
症
状
が
出
た
ら
要
注
意

運転に不安を感じることはありませんか？運転に不安を感じることはありませんか？
～運転免許証の自主返納について考えてみましょう～～運転免許証の自主返納について考えてみましょう～

　

加
齢
と
と
も
に
体
は
変
化
し
ま
す
。
こ

れ
ま
で
安
全
運
転
を
続
け
て
き
た
優
良
ド

ラ
イ
バ
ー
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
今
後
も
安

全
運
転
を
続
け
ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
症
状
が
出
た
と
き
や「
若
い

頃
と
ち
ょ
っ
と
違
う
な
」「
お
か
し
い
な
」

と
感
じ
た
ら
、
運
転
免
許
証
自
主
返
納
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

運
転
免
許
証
自
主
返
納
制
度
と
は

　

自
主
返
納
制
度
と
は
、「
運
転
に
不
安
を

感
じ
て
い
る
」「
も
う
運
転
は
し
な
い
」と

い
う
人
が
、
自
主
的
に
運
転
免
許
証
を
返

納
で
き
る
制
度
で
す
。

　

運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
人
は
、

申
請
に
よ
っ
て
、
公
的
な
身
分
証
明
書
と

し
て
も
使
え
る「
運
転
経
歴
証
明
書
」が

交
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
提
示
す

る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
特
典
や
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

左
右
の
ウ
イ
ン
カ
ー
を
間
違
っ
て
出
し

た
り
、
出
し
忘
れ
た
り
す
る

歩
行
者
や
障
害
物
、
他
の
車
に
注
意
が

向
か
な
い
こ
と
が
あ
る

カ
ー
ブ
を
ス
ム
ー
ズ
に
曲
が
れ
な
い
こ

と
が
あ
る

車
庫
入
れ
の
時
、
塀
や
壁
を
こ
す
る
こ

と
が
増
え
た

信
号
や
標
識
を
無
視
し
て
通
行
す
る
こ

と
が
あ
る

左
右
折
時
に
、
歩
行
者
や
対
向
車
な
ど

を
よ
く
見
落
と
す
よ
う
に
な
っ
た

な
ど
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（件/免許人口10万人当たり）

※平成29年12月末の運転免許保有者数で算出した。
※警察庁資料による。

年齢層別の死亡事故件数
（免許人口10万人当たり）

□

□□□□□

運転経歴証明書の交付手数料の補助

公共交通利用券の補助

対象　次の全ての条件を満たす人

▽平成31年４月１日以降に運転免許証の自主返納をした人

▽市内在住で自主返納時に本市の住民基本台帳に記録され
ている満65歳以上の人
返納場所　藤岡警察署交通課・県総合交通センター（前橋
市元総社町）
申請期限　自主返納時から３カ月以内
申請・問い合わせ　地域安全課（☎402245）

■バス１万円分の利用券もしくは、タクシー5,000円分の利用券の補助
　※どちらかの利用券を１人１回に限り補助
対象　次の全ての条件を満たす人

▽平成31年４月１日以降に運転免許証の自主返納をした人

▽市内在住で自主返納時に本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の人
利用可能な路線　市内循環線・藤岡～上平線・三ツ木～高山線・三波川線・奥多野線
利用可能なタクシー　上信ハイヤー・藤岡タクシー・ロングタクシー・鬼石タクシー・奥多野交通
使用期限　交付を受けた年度～翌年度の３月末日
申請期限　自主返納時から３カ月以内
申請・問い合わせ　地域安全課（☎402245）

　「運転経歴証明書」を提示すると、市内各協力店
でサービスを受けることができます。
　サポート協力店は市ホームページをご確認くだ
さい。

■奥多野線の運賃半額
対象　管内在住で運転経歴証明書の交付を受けた人（年齢制限なし）
　※管内とは、藤岡市・神流町・上野村・高崎市の一部（新町）地域
補助　奥多野線の運賃半額
　※他の割引制度との併用不可。回数や期限などはありません
利用方法　降車時に運転経歴証明書を提示
問い合わせ　多野藤岡広域市町村圏振興整備組合（☎㉔1621）

運転免許証返納で受けられる  さまざまな補助

-----  手続きの流れ  -----

1.返納場所にて、運転免
許証の全部返納申請をし
てください
2.申請書兼請求書に必要
事項を記入の上、運転免許
の取消通知の写し・運転
経歴証明書の写しを同封
し、市役所地域安全課へ

　運転免許証を自主的に返納した人に公共交通利用券の補助を行っています。

　運転免許証を自主的に返納した人に運転経歴証明書の交
付に係る費用の補助を行っています。

市内協力店で受けられるサービス
←
協
力
店
に
は
左
の
よ
う

な
指
定
の
協
力
店
章
が

張
っ
て
あ
り
ま
す

回数を設けない割引制度は、

県内初の試み！！県内初の試み！！

市ホームページ


